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告 示

広島市告示第３５４号　

令 和 ６ 年 ７ 月 １ 日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項及び第

５３条第１項に規定する指定居宅サービス事業者及び指定介護予

防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので、同法第７

８条第１号及び第１１５条の１０第１号の規定により告示しま

す。

　指定年月日　令和６年７月１日

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第３５５号　

令 和 ６ 年 ７ 月 １ 日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４２条の２第１項に

規定する指定地域密着型サービス事業者として次に掲げる者を指

定したので、同法第７８条の１１第１号の規定により告示しま

す。

　指定年月日　令和６年７月１日

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第３５６号　

令 和 ６ 年 ７ 月 １ 日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項に規定

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

株式会社イシ
ダ

訪 問 看 護 ス
テーション結

広島市東区牛
田早稲田一丁
目２２番１３
号 ビ ー ズ ス
テージ８　１
０１号室

訪問看護及び介
護予防訪問看護

株式会社幸房

くらしさ訪問
看 護 ス テ ー
ションたかと
り

広島市安佐南
区相田二丁目
５番３５号

訪問看護及び介
護予防訪問看護

株式会社ＬＧ
訪 問 看 護 ス
テーションｍ
ｉｒａｉ

広島市佐伯区
三筋三丁目６
番９号

訪問看護及び介
護予防訪問看護

有限会社よろ
ずや

たまり場
広島市安芸区
矢野東六丁目
２４番７号

通所介護

株式会社ダイ
キ

ケアホーム古
の市

広島市安佐南
区古市三丁目
５番２号

特定施設入居者
生活介護及び介
護予防特定施設
入居者生活介護

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

株式会社ドエ
ル

デイサービス
笑夢

広島市安佐南
区園二丁目
５番１５号

地域密着型通所
介護

する指定居宅介護支援事業者として次に掲げる者を指定したの

で、同法第８５条第１号の規定により告示します。

　指定年月日　令和６年７月１日

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第３５７号　

令 和 ６ 年 ７ 月 １ 日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の４５の３

第１項に規定する指定事業者として次に掲げる者を指定したの

で、広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関

する要綱第７条第１項の規定により告示します。

　指定年月日　令和６年７月１日

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第３５８号　

令 和 ６ 年 ７ 月 １ 日　

　車両制限令（昭和３６年政令第２６５号）第３条第１項第２号

イの規定に基づき、通行する車両の総重量の最高限度が車両の長

さ及び軸距に応じ最大２５トンである道路を次のとおり指定す

る。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定する道路の路線及び区間

　　次表のとおり

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

株式会社ひな
た

ケアプランセ
ンターひなた
吉島

広島市中区光
南二丁目３番
４５号

居宅介護支援

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

社会福祉法人
ユキ福祉会

訪問介護事業
所宙

広島県安芸郡
海田町浜角２
番３３号

訪問介護サービ
ス

株式会社ドエ
ル

デイサービス
笑夢

広島市安佐南
区園二丁目
５番１５号

１日型デイサー
ビス

有限会社よろ
ずや

たまり場
広島市安芸区
矢野東六丁目
２４番７号

１日型デイサー
ビス

医療法人秋本
クリニック

通所介護あき
もと

広島県安芸郡
海田町稲荷町
３番３４号

１日型デイサー
ビス

道路の種類 路線名 区間

主要地方道 広島三次線
東区牛田新町三丁目地先から
安佐北区口田南一丁目地先まで

主要地方道 広島三次線
安佐北区口田南七丁目地先から
安佐北区深川五丁目地先まで

安佐北区上深川町上深川地先か
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主要地方道 広島中島線 ら
東区福田三丁目地先まで

市　道
西５区西部
流通環状線

西区商工センター三丁目１番地
先から
西区商工センター八丁目地先ま
で

市　道
西５区２６
７号線

西区商工センター八丁目地先か
ら
西区商工センター八丁目地先ま
で

市　道
西５区草津
沼田線

西区草津梅が台４番地先から
西区草津新町二丁目地先まで

市　道
西５区２３
５号線

西区草津港一丁目地先から
西区草津港一丁目地先まで

市　道
西５区２３
９号線

西区商工センター一丁目９番１
４号地先から
西区草津港一丁目地先まで

市　道
西５区２４
３号線

西区商工センター一丁目地先か
ら
西区草津港一丁目地先まで

２　指定する期日　令和６年７月１日



広島市告示第３５９号　

令 和 ６ 年 ７ 月 １ 日　

　車両制限令（昭和３６年政令第２６５号）第３条第１項第３号

の規定に基づき、通行する車両の高さの最高限度が４．１メート

ルである道路を次のとおり指定し、併せて、同令第１０条第１項

の規定に基づき、当該道路を通行する高さが３．８メートルを超

え４．１メートル以下の車両の通行方法を次のとおり定める。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定する道路の路線名及び区間

　　次表のとおり

２　指定する期日　令和６年７月１日

３　通行方法

　　１の道路を通行する高さが３．８メートルを超え４．１メート

ル以下の車両は、次の通行方法によらなければならない。

　①走行位置の指定　　トンネル等の上空障害箇所では、車両又

は車両に積載する貨物が建築限界を侵すお

それがあるので、車線からはみ出さないよ

う走行するとともに、道路に隣接する施設

等に出入りするためやむを得ず車線からは

み出す場合は、標識や樹木等の上空障害物

に接触しないよう十分に注意すること。

道路の種類 路線名 区間

市　道
安佐南４区
６９０号線

安佐南区伴南二丁目８００５番
地４８地先から
安佐南区伴南二丁目８００５番
地１７地先まで

市　道
安佐南４区
６９１号線

安佐南区伴南二丁目８００５番
地４６地先から
安佐南区伴南二丁目８００５番
地１２６地先まで

　②後方警戒措置　　　後方車両に対し十分な車間距離を取ら

せ、交通の危険を防止するため、横寸法 

０．２３メートル以上、縦寸法０．１２メー

トル以上（又は横寸法０．１２メートル以

上、縦寸法０．２３メートル以上）の地が

黒色の板等に黄色の反射塗装その他反射性

を有する材料で「背高」と表示した標識 

を、車両の後方の見やすい箇所に掲げるこ

と。

　③道路情報の収集　　道路の状況は、工事の実施等により変化

することがあるので、あらかじめ道路情報

を収集し、上空障害箇所のないことを確認

のうえ走行すること。



広島市告示第３６０号　

令 和 ６ 年 ７ 月 ３ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７１条第４項の規

定に基づき、南区市民部地域起こし推進課長の物品出納員事務の

一部を次のとおり委任させたので告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委任を受けた物品分任出納員

　　南区市民部地域起こし推進課児童館指導員　中野　恵美（広

島市大州児童館）

２　委任させた事務

　　南区市民部地域起こし推進課に属する広島市大州児童館にお

ける物品の出納保管に関する事務

３　委任期間

　　令和６年６月１７日から令和６年７月３１日まで



広島市告示第３６１号　

令 和 ６ 年 ７ 月 ８ 日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第１項及び

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律

第３０号）第１４条第４項の規定により、医療扶助のための施術

者として次に掲げる者を指定したので、生活保護法第５５条の３

第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる者　略



広島市告示第３６２号　

令 和 ６ 年 ７ 月 ９ 日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り、次のとおり公告します。



―６―　第１１３１号 令和６年９月２日広 島 市 報

広島市長　　松　井　一　實　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　広島センター・基町ビル

　　所在地　広島市中区基町１０番地１１ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

　　エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社

　　　代表取締役社長　池田　康

　　　東京都千代田区外神田四丁目１４番１号

　　株式会社広島バスセンター

　　　代表取締役社長　及川　享

　　　広島市中区基町６番２７号

　　株式会社そごう・西武

　　　代表取締役　劉　勁

　　　東京都豊島区南池袋一丁目１８番２１号

３　変更事項

　　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては代表者の氏名

　　　（変更前）別紙のとおり。

　　　（変更後）別紙のとおり。

４　変更年月日

　　別紙のとおり。

５　届出年月日

　　令和６年７月５日

６　届出書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

　　広島市中区国泰寺町一丁目４番２１号

　　　広島市中区市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間

　　　令和６年７月９日から同年１１月９日まで。ただし、広島

市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９号）第１

条第１項に規定する休日を除く。

　　縦覧のできる時間帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から４月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

　　提出期限　令和６年１１月９日

　　提出先

　　　〒７３０－８５８６

　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙　略



広島市告示第３６３号　

令和６年７月１２日　

　都市公園法（昭和３１年法律第７９号）第５条の２第１項の規

定に基づく公募設置等指針を定めたので、同条第７項の規定に基

づき、次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　公募設置等指針を定めた都市公園の名称

　　平和大通り公園

２　公募設置等指針

　　別紙のとおり。

別紙　略



広島市告示第３６４号　

令和６年７月１２日　

　広島市市営駐車場条例（昭和４５年広島市条例第１３号）第６

条に基づき、路上駐車場の休止を次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　休止する駐車場

　　広島市市営中島町第一駐車場及び広島市市営中島町第二駐車

場

２　休止する期間

　　令和６年８月５日（月）午後７時から同月６日（火）午前１

０時まで

３　休止する理由

　　道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第５条第１項の規

定に基づき、広島中央警察署長が同法第４条第１項の規定によ

る交通規制を行うため。



広島市告示第３６５号　

令和６年７月１６日　

　次の者を指定納付受託者に指定したので、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第２３１条の２の３第２項に定めるところに

より、告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定納付受託者の名称、住所又は事務所の所在地

　　名称　　　　　　ブリッジ・モーション・トゥモロー株式

会社

　　事務所の所在地　東京都品川区西五反田七丁目７番７号　

ＳＧスクエア７Ｆ

２　指定をした日

　　令和６年７月１６日



広島市告示第３６６号　

令和６年７月１６日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残



第１１３１号　―７―令和６年９月２日 広 島 市 報

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により、医療扶助のための医療を担当

する機関として、次に掲げる機関を指定したので、生活保護法第

５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第３６７号　

令和６年７月１６日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第１項及び

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律

第３０号）第１４条第４項の規定により、医療扶助のための施術

者として次に掲げる者を指定したので、生活保護法第５５条の３

第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる者　略



広島市告示第３６８号　

令和６年７月１６日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第２項にお

いて準用する同法第５０条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰国

の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立

の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の

規定により、医療扶助のための施術者の廃止の届出があったの

で、生活保護法第５５条の３第２号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

医療扶助のための施術者　略



名称 所在地 指定年月日 指定有効期限

オ ク ノ ク リ
ニック広島駅
前院

広島市東区若草
町１１－１－１
０３

令和６年７月
１日

令和１２年６
月３０日

ププレひまわ
り薬局　中山
店

広島市東区中山
東三丁目１－１
７

令和６年７月
１日

令和１２年６
月３０日

アニー薬局
広島市東区戸坂
千足一丁目３－
１２

令和６年６月
１日

令和１２年５
月３１日

ゆきレディー
スクリニック
段原

広島市南区段原
南一丁目３－５
３イーストビル
２Ｆ

令和６年７月
１日

令和１２年６
月３０日

べる薬局
広島市安佐南区
高取北一丁目４
－２９－５

令和６年５月
２９日

令和１２年５
月２８日

海老山歯科
広島市佐伯区海
老山町８－１４
－２

令和６年７月
１日

令和１２年６
月３０日

広島市告示第３６９号　

令和６年７月１８日　

　公共下水道の供用を次のとおり開始するので、下水道法（昭和

３３年法律第７９号）第９条第１項の規定により告示します。

　なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　供用を開始する年月日

　　令和６年７月２０日

２　下水を排除する区域及び排水施設の方式

　　別紙のとおり。

３　供用を開始する排水施設の位置

　　下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面の

とおり。

別紙　略



広島市告示第３７０号　

令和６年７月１８日　

　公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理を、

次のとおり開始するので、下水道法（昭和３３年法律第７９号）

第９条第２項において準用する同条第１項の規定により告示しま

す。

　なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　下水の処理を開始する年月日

　　令和６年７月２０日

２　下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称

　　別紙のとおり。

別紙　略



広島市告示第３７１号　

令和６年７月１９日　

　大規摸小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　コープ安東

　　所在地　広島市安佐南区安東一丁目２１１２番ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

　　生活協同組合ひろしま

　　代表理事　宗本　干城

　　広島市西区草津港二丁目８番４２号

３　変更事項



―８―　第１１３１号 令和６年９月２日広 島 市 報

　　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並び

に法人にあっては代表者の氏名

　　　別紙のとおり。

　　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及

び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　　別紙のとおり。

４　変更年月日

　　別紙のとおり。

５　届出年月日

　　令和６年７月１８日

６　届出書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

　　広島市安佐南区古市一丁目３３番１４号

　　　広島市安佐南区市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間

　　　令和６年７月１９日から同年１１月１９日まで。ただし、

広島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９号）

第１条第１項に規定する休日を除く。

　　縦覧のできる時間帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環壌の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から４月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

　　提出期限　令和６年１１月１９日

　　提出先

　　　〒７３０－８５８６

　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙　略



広島市告示第３７２号　

令和６年７月１９日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　コープ五日市北

　　所在地　広島市佐伯区八幡東二丁目７３３番１ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

　　生活協同組合ひろしま

　　代表理事　宗本　干城

　　広島市西区草津港二丁目８番４２号

３　変更事項

　　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並び

に法人にあっては代表者の氏名

　　　別紙のとおり。

　　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及

び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　　別紙のとおり。

４　変更年月日

　　別紙のとおり。

５　届出年月日

　　令和６年７月１８日

６　届出書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

　　広島市佐伯区海老園二丁目５番２８号

　　　広島市佐伯区市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間

　　　令和６年７月１９日から同年１１月１９日まで。ただし、

広島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９号）

第１条第１項に規定する休日を除く。

　　縦覧のできる時間帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から４月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

　　提出期限　令和６年１１月１９日

　　提出先

　　　〒７３０－８５８６

　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙　略



広島市告示第３７３号　

令和６年７月１９日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　コープ高陽
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　　所在地　広島市安佐北区口田南八丁目２番１６ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

　　生活協同組合ひろしま

　　代表理事　宗本　干城

　　広島市西区草津港二丁目８番４２号

３　変更事項

　　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並び

に法人にあっては代表者の氏名

　　　別紙のとおり。

　　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及

び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　　別紙のとおり。

４　変更年月日

　　別紙のとおり。

５　届出年月日

　　令和６年７月１８日

６　届出書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

　　広島市安佐北区可部四丁目１３番１３号

　　　広島市安佐北区市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間

　　　令和６年７月１９日から同年１１月１９日まで。ただし、

広島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９号）

第１条第１項に規定する休日を除く。

　　縦覧のできる時間帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から４月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

　　提出期限　令和６年１１月１９日

　　提出先

　　　〒７３０－８５８６

　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙　略



広島市告示第３７４号　

令和６年７月１９日　

　開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和４３

年法律第１００号）第３６条第３項の規定により次のとおり公告

します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　開発区域又は工区に含まれる地域の名称

　　広島市安芸区中野六丁目３０６２番４

２　開発面積

　　２，９８９．６５㎡

３　許可を受けた者の住所及び氏名

　　広島市中区中町７番１６号

　　東亜地所株式会社

　　代表取締役　西本　義弘

４　検査済証交付年月日

　　令和６年７月１９日



広島市告示第３７５号　

令和６年７月２２日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により、医療扶助のための医療を担当

する機関として、次に掲げる機関を指定したので、生活保護法第

５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第３７６号　

令和６年７月２２日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２及び中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦

人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第

３０号）第１４条第４項の規定により、次に掲げる指定医療機関

から廃止の届出があったので、生活保護法第５５条の３第２号の

規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる指定医療機関　略



広島市告示第３７７号　

令和６年７月２３日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条又は第１１条の規定に基づき保管してい

る自転車等について、所有権を取得したので告示します。

　なお、関係台帳は、広島市道路交通局自転車都市づくり推進課

において縦覧に供します。

名称 所在地 指定年月日 指定有効期限

たかの橋訪問
看 護 ス テ ー
ション

広島市中区国泰
寺町二丁目４－
１６

令和６年６月
１日

令和１２年５
月３１日

カルム訪問看
護ステーショ
ン佐伯

広島市佐伯区城
山一丁目１７－
８水田ビル３０
３号

令和４年６月
１日

令和１０年５
月３１日
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広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第３７８号　

令和６年７月２４日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　エールエールＡ館

　　所在地　広島市南区松原町９番１４

２　大規模小売店舗を設置する者

　　広島駅南口開発株式会社

　　代表取締役　森　正伸

　　広島市南区松原町９番１号

　　ほか３２名

３　変更事項

　　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては代表者の氏名

　　（変更前）　別紙１のとおり。

　　（変更後）　別紙２のとおり。

４　変更年月日

　　別紙２のとおり。

５　届出年月日

　　令和６年７月１９日

６　届出書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

　　広島市南区皆実町一丁目５番４４号

　　　広島市南区市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間

　　　令和６年７月２４日から同年１１月２４日まで。ただし、

広島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９号）

第１条第１項に規定する休日を除く。

　　縦覧のできる時間帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から４月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

　　提出期限　令和６年１１月２４日

　　提出先

　　　〒７３０－８５８６

　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙１及び別紙２　略



広島市告示第３７９号　

令和６年７月２４日　

　開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和４３

年法律第１００号）第３６条第３項の規定により次のとおり公告

します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　開発区域又は工区に含まれる地域の名称

　　広島市安佐南区伴中央二丁目の３２５０番１の一部、３２５

０番２の一部、３２５２番１、３２５２番２の一部、３２５３

番、３２５４番、３２５８番１の一部、３２５９番１の一部及

び３２５２番２地先の里道

２　開発面積

　　２，９９９．７５㎡

３　許可を受けた者の住所及び氏名

　　広島市西区横川町三丁目８番６号

　　株式会社　信和ホーム

　　代表取締役　和田　正男

４　検査済証交付年月日

　　令和６年７月２４日



広島市告示第３８１号　

令和６年７月２９日　

　広島市市営住宅等条例（平成９年広島市条例第３５号）第１４

条の規定に基づき、市営住宅の家賃を次のとおり変更したので、

広島市市営住宅等条例施行規則第１１条の規定に基づき告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

１　変更内容（対象住宅、変更後の家賃）

　　別紙のとおり。

２　変更期間

　　令和６年８月１日から令和７年３月３１日まで

３　変更理由

　　浴槽・風呂釜設置等

別紙　略



広島市告示第３８２号　

令和６年７月３０日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第２

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　
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１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　ｅｋｉｅ（エキエ）（西区画）

　　所在地　広島市南区松原町１１８５番地

２　大規模小売店舗を設置する者

　　中国ＳＣ開発株式会社

　　代表取締役社長　竹中　靖

　　広島市南区松原町１番２号

３　変更事項

　　荷さばき施設の位置及び面積

　　　（変更前）別紙のとおり。

　　　（変更後）別紙のとおり。

　　駐車場の自動車の出入口の数及び位置

　　　（変更前）別紙のとおり。

　　　（変更後）別紙のとおり。

４　変更年月日

　　荷さばき施設の位置及び面積

　　　令和７年３月２０日

　　駐車場の自動車の出入口の数及び位置

　　　令和６年７月２０日

５　届出年月日

　　令和６年７月１９日

６　届出書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

　　広島市南区皆実町一丁目５番４４号

　　　広島市南区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間

　　　令和６年７月３０日から同年１１月３０日まで。ただし、

広島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９号）

第１条第１項に規定する休日を除く。

　　縦覧のできる時間帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から４月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

　　提出期限　令和６年１１月３０日

　　提出先

　　　〒７３０－８５８６

　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙　略



広島市告示第３８３号　

令和６年７月３１日　

　令和５年４月１日改正前の農業経営基盤強化促進法（昭和５５

年法律第６５号）第１８条第１項の規定により農用地利用集積計

画を定めたので、同法第１９条の規定により公告します。

　なお、この農用地利用集積計画（令和５年４月１日改正前の農

業経営基盤強化促進法施行規則（昭和５５年農林水産省令第３４

号）第１７条に規定する農業経営の状況を除く。）は、広島市経

済観光局農林水産部農政課、東区市民部地域起こし推進課、安佐

南区役所農林建設部農林課、安佐北区役所農林建設部農林課、安

芸区役所農林建設部農林課及び佐伯区役所農林建設部農林課にお

いて縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第３８４号　

令和６年７月３１日　

　広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関す

る要綱第６条第５項の規定により、次に掲げる者から指定事業者

の廃止の届出があったので、同要綱第７条第１項の規定により告

示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる者　略



広島市告示第３８５号　

令和６年７月３１日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項及び第

１１５条の５第２項の規定により、次に掲げる者から指定居宅

サービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止の届出があっ

たので、同法第７８条第２号及び第１１５条の１０第２号の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる者　略



広島市告示第３８６号　

令和６年７月３１日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条第２項の規定

により、次に掲げる者から指定居宅介護支援事業の廃止の届出が

あったので、同法第８５条第２号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる者　略



広島市告示（中区）第６８号　

令 和 ６ 年 ７ 月 ５ 日　

　本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車

等については、令和６年６月２８日に広島市西部自転車等保管所

へ移動させたので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について
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は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（中区）第６９号　

令 和 ６ 年 ７ 月 ５ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した

ので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第７０号　

令 和 ６ 年 ７ 月 １ １ 日　

　都市公園法（昭和３１年法律第７９号）第２条の２の規定に基

づき、都市公園を次のように設置します。

　その関係図書は、広島市中区役所建設部維持管理課において縦

覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（中区）第７１号　

令 和 ６ 年 ７ 月 １ １ 日　

　都市公園法（昭和３１年法律第７９号）第５条の１０の規定に

基づき、都市公園と道路とが相互に効用を兼ねる区域について、

次のとおり協定を締結しました。

　その関係図書は、広島市中区役所建設部維持管理課において縦

覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（中区）第７２号　

令 和 ６ 年 ７ 月 １ １ 日　

　道路法（昭和２７年法律第１８０号）第２０条の規定に基づ

名称 所在地 供用開始の期日 区域

平和大通り
公園（鶴見
橋から駅前
通りまでの
区域）

中区鶴見町１番地先
から同区宝町１番地
先

令和６年７月１
１日

別紙のと
おり。

公園名 協定締結区域 協定締結年月日

平和大通り公園

中区鶴見町１番地先から同
区宝町１番地先及び同区富
士見町４番地先から同区小
町３番地先

令和６年７月１
１日

き、道路と都市公園とが相互に効用を兼ねる区域について、次の

とおり協定を締結しました。

　その関係図書は、広島市中区役所建設部維持管理課において縦

覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（中区）第７３号　

令 和 ６ 年 ７ 月 １ ２ 日　

　本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車

等については、令和６年７月５日に広島市西部自転車等保管所へ

移動させたので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（中区）第７４号　

令 和 ６ 年 ７ 月 １ ２ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した

ので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第７５号　

令 和 ６ 年 ７ 月 １ ６ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

　この関係図書は、中区役所建設部建築課にて縦覧します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定番号　　　第１号

２　指定年月日　　令和６年７月１６日

３　道路の位置　　広島市中区江波南一丁目の２８番２の一部、

２８番５の一部、３１番１の一部、８５１番

２の一部、８５１番３の一部、８５１番４、

９６７番４及び９６７番４地先市道並びに江

波本町の８４６番１の一部及び８４６番１地

道路名 協定締結区域 協定締結年月日

中１区市道比治
山庚午線

中区鶴見町１番地先から同
区宝町１番地先及び同区富
士見町４番地先から同区小
町３番地先

令和６年７月１
１日



第１１３１号　―１３―令和６年９月２日 広 島 市 報

先市道

４　幅員及び延長　幅員　４．１０～６．２０ｍ

　　　　　　　　　延長　６４．５５ｍ



広島市告示（中区）第７６号　

令 和 ６ 年 ７ 月 １ ９ 日　

　本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車

等については、令和６年７月１６日に広島市西部自転車等保管所

へ移動させたので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（中区）第７７号　

令 和 ６ 年 ７ 月 １ ９ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した

ので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第７８号　

令 和 ６ 年 ７ 月 １ ９ 日　

　下記物件を拾得しました。

　心当たりのある方は、広島市中区役所建設部維持管理課までお

知らせください。

広島市長　　松　井　一　實　

記

１　物件名　　　リュックサック（黒色）ほか　別紙のとおり

２　数量　　　　１２点

３　拾得場所　　広島湾（江波沖）

４　拾得月日　　令和６年７月１４日

５　拾得者　　　非公開希望

別紙　略



広島市告示（中区）第７９号　

令 和 ６ 年 ７ 月 ２ ６ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した

ので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（東区）第５４号　

令 和 ６ 年 ７ 月 ３ 日　

　平成２６年１２月２日付けで地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第２６０条の２第１項に規定する地縁による団体として認

可したサンヒルズ中山町内会（代表者　中川　真一）について、

下記のとおり告示事項を変更しましたので、同条第１０項の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

記

変更があった事項及びその内容

１　代表者の氏名及び住所

　　中川　真一　　広島市東区中山北町９番４１号を

　　米田　徹　　　広島市東区中山北町９番６号に変更する。



広島市告示（東区）第５５号　

令 和 ６ 年 ７ 月 ５ 日　

　平成１８年６月１４日付けで地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第２６０条の２第１項に規定する地縁による団体として認

可したライブヒルズ未来町内会（代表者　入江　英嗣）につい

て、下記のとおり告示事項を変更しましたので、同条第１０項の

規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

記

変更があった事項及びその内容

１　代表者の氏名及び住所

　　入江　英嗣　　広島市東区中山西二丁目２８番２３号を

　　中山　裕樹　　広島市東区中山西二丁目３３番２６号に変更

する。

２　事務所の所在地の変更

　　広島市東区中山西二丁目２８番２３号を

　　広島市東区中山西二丁目３３番２６号に変更する。



広島市告示（東区）第５６号　

令 和 ６ 年 ７ 月 １ ０ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車を撤去し、広

島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第１２条

第１項の規定により次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略





―１４―　第１１３１号 令和６年９月２日広 島 市 報

広島市告示（東区）第５７号　

令 和 ６ 年 ７ 月 １ ０ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車を撤去し、広

島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第１２条

第１項の規定により次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（東区）第５８号　

令 和 ６ 年 ７ 月 １ ０ 日　

　道路の区域を次のように変更するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和６年７月１０日から同月２４日まで広島

市東区役所建設部維特管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（東区）第５９号　

令 和 ６ 年 ７ 月 １ ０ 日　

　道路の区域を次のように変更するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和６年７月１０日から同月２４日まで広島

市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

道路の
種類

路線名 変更区間
旧新
別

敷地の幅員 敷地の延長

市　道
東１区
４０号
線

東区温品五
丁目１２３
３番地１１
４地先から
東区温品五
丁目１２３
３番地１０
０地先まで

旧

メートル
4.50
～

9.50

メートル

155.43

新

メートル
6.00
～

9.50

東区温品五
丁目１２３
３番地９９
地先から
東区温品五
丁目１２３
３番地９７
地先まで

旧

メートル
5.50
～

6.00

メートル

24.11

新

メートル
6.00
～

6.00

道路の
種類

路線名 変更区間
旧新
別

敷地の幅員 敷地の延長

東区温品五
丁目１２３
３番地８地
先から
東区温品五
丁目１２３

旧

メートル
6.50
～

9.10

メートル

12.58

新
メートル

9.40

市　道
東３区
９３号
線

３番地８地
先まで

～
9.50

東区温品五
丁目１２３
３番地８７
地先から
東区温品五
丁目１２３
３番地９４
地先まで

旧

メートル
5.00
～

7.00

メートル

60.50

新

メートル
6.00
～

10.50



広島市告示（東区）第６０号　

令 和 ６ 年 ７ 月 １ ０ 日　

　道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和６年７月１０日から同月２４日まで広島

市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（東区）第６１号　

令 和 ６ 年 ７ 月 １ ０ 日　

　道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和６年７月１０日から同月２４日まで広島

市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（東区）第６２号　

令 和 ６ 年 ７ 月 １ ０ 日　

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更しま

す。

道路の
種類

路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市　道
東１区
４０号
線

東区温品五丁目１２３３番
地１１４地先から
東区温品五丁目１２３３番
地１００地先まで 令和６年７月１

０日東区温品五丁目１２３３番
地９９地先から
東区温品五丁目１２３３番
地９７地先まで

道路の
種類

路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市　道
東３区
９３号
線

東区温品五丁目１２３３番
地８地先から
東区温品五丁目１２３３番
地８地先まで 令和６年７月１

０日東区温品五丁目１２３３番
地８７地先から
東区温品五丁目１２３３番
地９４地先まで



第１１３１号　―１５―令和６年９月２日 広 島 市 報

　その関係図面は、令和６年７月１０日から同月２４日まで、広

島市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（東区）第６３号　

令 和 ６ 年 ７ 月 １ ０ 日　

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物を廃止します。

　その関係図面は、令和６年７月１０日から同月２４日まで、広

島市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（東区）第６４号　

令 和 ６ 年 ７ 月 １ ２ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第５項

の規定に基づき、同条第１項に規定する地縁による団体として、

下記のとおり認可しましたので、同条第１０項の規定により告示

します。

広島市長　　松　井　一　實　

記

１　名称　　　　　　　　　馬木ハイツ町内会

２　規約に定める目的　　　この会は、快適で充実した生活が送

れるよう、良好な地域社会の維持及

び形成を図ることを目的とする。

３　区域　　　　　　　　　広島市東区馬木六丁目４５７番地、

広島市東区馬木六丁目４７２番地１

及び９、広島市東区馬木六丁目２５

７１番地５、広島市東区馬木六丁目

１８８５番地２

４　主たる事務所　　　　　広島市東区馬木六丁目４５７番地１

３７

５　代表者の氏名及び住所　加治　ますみ

　　　　　　　　　　　　　広島市東区馬木六丁目４５７番地１

３７

６　裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行

者の選任の有無　　　　　無

７　代理人の有無　　　　　無

８　解散事由　　　　　　　地方自治法第２６０条の２０

区分
新旧
別

路線名等 所在（起点及び終点）

里　道

新
東１区１１４
３号里道

温品二丁目８５番１地先から同
所８３番地先まで

旧
東１区１１４
３号里道

温品二丁目８５番１地先から同
所８５番１地先まで

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

里　道
東１区１１４４号
里道

温品二丁目８３番地先から同所８
３番地先まで

９　認可年月日　　　　　　令和６年７月１２日



広島市告示（東区）第６５号　

令 和 ６ 年 ７ 月 ２ ４ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車を撤去し、広

島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第１２条

第１項の規定により次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（東区）第６６号　

令 和 ６ 年 ７ 月 ２ ４ 日　

　天神川駅北第一駐輪場に長期間駐車されていた下記自転車につ

いては、令和６年７月２１日に広島市西部自転車等保管所へ移動

したので、告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（南区）第８９号　

令 和 ６ 年 ７ 月 １ 日　

　天神川駅南駐輪場に、長期間駐車されていた自転車等について

は、令和６年６月２８日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので、別紙のとおり告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（南区）第９０号　

令 和 ６ 年 ７ 月 ８ 日　

広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市条

例第９８号）第１０条第２項の規定により、別紙のとおり自転車

等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定により告示し

ます。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（南区）第９１号　

令 和 ６ 年 ７ 月 ８ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により、別紙のとおり自転

車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定により告示



―１６―　第１１３１号 令和６年９月２日広 島 市 報

します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（南区）第９２号　

令 和 ６ 年 ７ 月 ８ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により別紙のとおり自転車

等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定により告示し

ます。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（南区）第９３号　

令 和 ６ 年 ７ 月 ８ 日　

　天神川駅南駐輪場に、長期間駐車されていた自転車等について

は、令和６年７月７日に広島市西部自転車等保管所へ移動したの

で、別紙のとおり告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（南区）第９４号　

令 和 ６ 年 ７ 月 １ １ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のように指定したので、建築基準

法施行規則第１０条に基づき公告します。

　この関係図書は、広島市南区役所建設部建築課において一般の

縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定番号　　　第１号

２　指定年月日　　令和６年７月１１日

３　道路の位置　　広島市南区東霞町の８２７番１の一部、８２

７番３の一部、８２７番４の一部、８２７番

５の一部、８２７番７の一部、８２７番８の

一部、８２７番１７の一部、８２７番１９の

一部、８５５番２５の一部及び８５５番２５

地先里道

４　幅員　　　　　６．００、６．２０メートル

５　延長　　　　　４６．４３メートル



広島市告示（南区）第９５号　

令 和 ６ 年 ７ 月 １ ２ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により、別紙のとおり自転

車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定により、告

示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（南区）第９６号　

令 和 ６ 年 ７ 月 １ ２ 日　

　広島駅南口第三Ａ駐輪場、広島駅南口第五駐輪場に、長期間駐

車されていた自転車等については、令和６年７月１１日に広島市

西部自転車等保管所へ移動したので、別紙のとおり告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（南区）第９７号　

令 和 ６ 年 ７ 月 １ ６ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により、別紙のとおり自転

車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定により告示

します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（南区）第９８号　

令 和 ６ 年 ７ 月 ２ ２ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により別紙のとおり自転車

等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定により告示し

ます。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（南区）第９９号　

令 和 ６ 年 ７ 月 ２ ２ 日　

　青崎一丁目駐輪場に、長期間駐車されていた自転車等について

は、令和６年７月２１日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので、別紙のとおり告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略
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広島市告示（南区）第１００号　

令 和 ６ 年 ７ 月 ２ ２ 日　

　広島駅南口第三Ｂ駐輪場、稲荷町Ａ駐輪場に、長期間駐車され

ていた自転車等については、令和６年７月２１日に広島市西部自

転車等保管所へ移動したので、別紙のとおり告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（南区）第１０１号　

令 和 ６ 年 ７ 月 ２ ９ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により、別紙のとおり自転

車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定により告示

します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（西区）第５２号　

令 和 ６ 年 ７ 月 １ ７ 日　

　電線共同溝の整備等に関する特別措置法（平成７年法律第３９

号）第３条第１項の規定に基づき電線共同溝を整備すべき道路に

指定したので、同条第４項の規定に基づき次の通り告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（西区）第５３号　

令 和 ６ 年 ７ 月 ２ ５ 日　

　道路の区域を次のように変更するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和６年７月２５日から同年８月８日まで広

島市西区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

道路の
種類

路線名 区間

都　市
計画道

己斐中央線

広島市西区己斐中一丁目３０３番
１地先から広島市西区己斐本町一
丁目３２３番２７地先までの上下
線

道路の
種類

路線名 変更区間
旧新
別

敷地の幅員 敷地の延長

市　道
西３区
１０９
号線

西区己斐中
一丁目３３
５番地２地
先から
西区己斐中
一丁目３３

旧

3.79
～

101.50
メートル

326.38

メートル

新
3.79
～ 326.38

２番地１地
先まで

7.50
メートル メートル



広島市告示（安佐南区）第８２号　

令 和 ６ 年 ７ 月 ２ 日　

　長期間駐車されていた別紙自動二輪については、令和６年６月

２８日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自動二輪について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（安佐南区）第８３号　

令 和 ６ 年 ７ 月 ８ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のように指定したので、建築基準

法施行規則第１０条に基づき公告します。

　この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定番号　　　第１０号

２　指定年月日　　令和６年７月８日

３　道路の位置　　広島市安佐南区緑井二丁目の３８２７番１の

一部及び３８２９番１の一部

４　幅員及び延長　幅員　５．００ｍ

　　　　　　　　　延長　３３．２３ｍ



広島市告示（安佐南区）第８４号　

令 和 ６ 年 ７ 月 １ １ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のように指定したので、建築基準

法施行規則第１０条に基づき公告します。

　この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定番号　　　第１１号

２　指定年月日　　令和６年７月１１日

３　道路の位置　　広島市安佐南区東原三丁目１９０番１の一部

４　幅員及び延長　幅員　４．１０ｍ

　　　　　　　　　延長３１．７９ｍ



広島市告示（安佐南区）第８５号　

令 和 ６ 年 ７ 月 １ ６ 日　

　道路の区域を次のように変更するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和６年７月１６日から同月３０日まで広島
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市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐南区）第８６号　

令 和 ６ 年 ７ 月 １ ６ 日　

　道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和６年７月１６日から同月３０日まで広島

市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐南区）第８７号　

令 和 ６ 年 ７ 月 １ ７ 日　

　長期間駐車されていた別紙自転車等については、令和６年７月

１３日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（安佐南区）第８８号　

令 和 ６ 年 ７ 月 １ ９ 日　

　平成１９年３月１３日付けで地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第２６０条の２第１項に規定する地縁による団体として認

可したイトーピア長楽寺町内会（代表者　山下　健司）につい

て、下記のとおり告示事項を変更しましたので、同条第１０項の

規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

変更があった事項及びその内容

　代表者の氏名及び住所

　　氏　名　小谷　卓史

　　住　所　広島市安佐南区長楽寺一丁目８９番８号

道路の
種類

路線名 変更区間
新旧
別

幅員
（ｍ）

延長
（ｍ）

市　道

安佐南
１区２
７６号
線

安佐南区川内六丁目
５６３番地１地先か
ら
安佐南区川内六丁目
５６３番地１１地先
まで

旧 2.53 15.50

新
3.26
～

3.28
15.50

道路の
種類

路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市　道

安佐南
１区２
７６号
線

安佐南区川内六丁目５６３
番地１地先から
安佐南区川内六丁目５６３
番地１１地先まで

令和６年７月１
６日



広島市告示（安佐南区）第８９号　

令 和 ６ 年 ７ 月 ２ ３ 日　

　平成１３年６月２８日付けで地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第２６０条の２第１項に規定する地縁による団体として認

可した広島中央グリーンハイツ自治会（代表者　櫻井　芳枝）に

ついて、下記のとおり告示事項を変更しましたので、同条第１０

項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

変更があった事項及びその内容

　代表者の氏名及び住所

　　氏　名　中津　幸夫

　　住　所　広島市安佐南区安東七丁目１３番２１号



広島市告示（安佐南区）第９０号　

令 和 ６ 年 ７ 月 ２ ９ 日　

　平成５年１月７日付けで地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２６０条の２第１項に規定する地縁による団体として認可

した上一ツ矢町内会（代表者　中川　久男）について、下記のと

おり告示事項を変更しましたので、同条第１０項の規定により告

示します。

広島市長　　松　井　一　實　

変更があった事項及びその内容

　代表者の氏名及び住所

　　氏　名　竹中　雄次

　　住　所　広島市安佐南区八木九丁目６番１８号



広島市告示（安佐南区）第９１号　

令 和 ６ 年 ７ 月 ２ ９ 日　

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止しま

す。

　その関係図面は、令和６年７月２９日から同年８月１３日ま

で、広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦

覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐南区）第９２号　

令 和 ６ 年 ７ 月 ２ ９ 日　

　平成１６年３月３１日付けで地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第２６０条の２第１項に規定する地縁による団体として認

可した豊松園団地自治会（代表者　梶川　勇一）について、下記

のとおり告示事項を変更しましたので、同条第１０項の規定によ

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

里　道
安佐南３区９７１
号里道

安佐南区長束三丁目８３６番地先
から安佐南区長束三丁目８３５番
１地先まで
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り告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

変更があった事項及びその内容

１　代表者の氏名及び住所

　　　氏　名　井上　秋夫

　　　住　所　広島市安佐南区相田七丁目５１番３号

２　事務所の所在地

　　広島市安佐南区相田七丁目５１番３号



広島市告示（安佐南区）第９３号　

令 和 ６ 年 ７ 月 ３ ０ 日　

　長期間駐車されていた別紙自転車等については、令和６年７月

２８日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（安佐北区）第７６号　

令 和 ６ 年 ７ 月 ２ 日　

　都市公園法（昭和３１年法律第７９号）第２条の２の規定に基

づき、都市公園を次のように設置します。

　その関係図面は、令和６年７月２日から同月１６日まで広島市

安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

別図　略



広島市告示（安佐北区）第７７号　

令 和 ６ 年 ７ 月 ２ 日　

　都市公園法（昭和３１年法律第７９号）第２条の２の規定に基

づき、都市公園を次のように設置します。

名称 所在地 供用開始の期日 区域

桐陽台公園
安佐北区三入東二丁
目２５５６番

令和６年７月２
日

別図のと
おり

桐陽台第一
公園

安佐北区三入東一丁
目２５１２番

令和６年７月２
日

別図のと
おり

桐陽台第二
公園

安佐北区三入東一丁
目２５２７番１

令和６年７月２
日

別図のと
おり

桐陽台第三
公園

安佐北区三入東一丁
目２５３５番１

令和６年７月２
日

別図のと
おり

桐陽台第四
公園

安佐北区三入東二丁
目２６０１番

令和６年７月２
日

別図のと
おり

桐陽台第五
公園

安佐北区三入東二丁
目２６１０番１

令和６年７月２
日

別図のと
おり

桐陽台緑地
安佐北区三入東二丁
目２４８９番

令和６年７月２
日

別図のと
おり

　その関係図面は、令和６年７月２日から同月１６日まで広島市

安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

別図　略



広島市告示（安佐北区）第７８号　

令 和 ６ 年 ７ 月 ８ 日　

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更しま

す。

　その関係図面は、令和６年７月８日から同年７月２２日まで、

広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐北区）第７９号　

令 和 ６ 年 ７ 月 ８ 日　

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物を指定します。

　その関係図面は、令和６年７月８日から同月２２日まで、広島

市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供し

ます。

広島市長　　松　井　一　實　

名称 所在地 供用開始の期日 区域

深川第九公
園

安佐北区深川六丁目
１４１８番２０

令和６年７月２
日

別図のと
おり

区分
新旧
別

路線名等 所在（起点及び終点）

里　道

旧
安佐北１区１
５８６号里道

白木町大字志路字大屋敷４２番
地先から同所５５番地先まで

新
安佐北１区１
５８６号里道

白木町大字志路字大屋敷４２番
地先から同所５０番１地先まで

里　道

旧
安佐北１区１
６２４号里道

白木町大字志路字大屋敷１７番
地先から同所４９番１地先まで

新
安佐北１区１
６２４号里道

白木町大字志路字大屋敷１７番
地先から同所４５番１地先まで

里　道

旧

安佐北１区Ｆ
１－Ｂ大屋敷
－１５６－３
号里道

白木町大字志路字大屋敷３７５
７番地先から同所３７７８番地
先まで

新

安左北１区Ｆ
１－Ｂ大屋敷
－１５６－３
号里道

白木町大字志路字大屋敷３７５
７番地先から同所３７７５番地
先まで

里　道

旧

安佐北１区Ｆ
１－Ｂ西大平
－１５７－７
号里道

白木町大字志路字西大平３８３
４番地先から同所３８０６番地
先まで

新

安佐北１区Ｆ
１－Ｂ西大平
－１５７－７
号里道

白木町大字志路字西大平３８３
４番地先から同所１３８０７番
地先まで



―２０―　第１１３１号 令和６年９月２日広 島 市 報

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

里　道
安佐北３区４５０
１号里道

三入南二丁目１７０１番１地先か
ら同所１７４３番３地先まで



広島市告示（安佐北区）第８０号　

令 和 ６ 年 ７ 月 １ ０ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき、平成１３年５月２９日付けで、不動産又は不動

産に関する権利等を保有する団体として認可した瀬戸内ニューハ

イツ自治会（代表者　石倉　統津彦）について、次のとおり告示

事項を変更しました。

広島市長　　松　井　一　實　

１　変更があった事項

　　代表者の氏名及び住所

２　変更の内容



広島市告示（安佐北区）第８１号　

令 和 ６ 年 ７ 月 １ ６ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき、平成４年３月２日付けで、不動産又は不動産に

関する権利等を保有する団体として認可した上庄自治会（代表者

　清水　明雄）について、次のとおり告示事項を変更しました。

広島市長　　松　井　一　實　

１　変更があった事項

　　事務所並びに代表者の氏名及び住所

２　変更の内容



広島市告示（安佐北区）第８２号　

令 和 ６ 年 ７ 月 １ ７ 日　

　道路の区域を次のように変更するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和６年７月１７日から同月３１日まで安佐

北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

旧 新

代表者の
氏名及び
住所

石倉　統津彦
広島市安佐北区安佐町大
字久地１０１６６番地３
６

田中　務
広島市安佐北区安佐町久
地１０１６６番地１３

旧 新

事務所
広島市安佐北区深川三丁
目７番７号

広島市安佐北区深川三丁
目２４番２３号

代表者の
氏名及び
住所

清水　明雄
広島市安佐北区深川三丁
目７番７号

山下　節彰
広島市安佐北区深川三丁
目２４番２３号

道路の
種類

路線名 変更区間
旧新
別

敷地の幅員
（ｍ）

敷地の延長
（ｍ）

市　道
安佐北
２区４
号線

安佐北区口
田南一丁目
６５９番地
１地先から
安佐北区口
田南一丁目
６７２番地
１地先まで

旧
2.23
～

2.57
84.45

新
2.41
～

4.00
84.45

市　道
安佐北
２区４
号線

安佐北区口
田南一丁目
６７５番地
１地先から
安佐北区口
田南一丁目
６７５番地
１地先まで

旧
2.70
～

3.80
2.85

新
2.70
～

5.70
2.85



広島市告示（安佐北区）第８３号　

令 和 ６ 年 ７ 月 １ ７ 日　

　道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和６年７月１７日から同月３１日まで安佐

北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐北区）第８４号　

令 和 ６ 年 ７ 月 １ ９ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のように指定したので、建築基準

法施行規則第１０条に基づき公告します。

　この関係図書は、広島市安佐北区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１．指定番号　　　第４号

２．指定年月日　　令和６年７月１９日

３．道路の位置　　広島市安佐北区落合南七丁目３２７番１の一

部

４．幅員及び延長　幅員　４．５０メートル

　　　　　　　　　延長　３２．３３メートル



広島市告示（安佐北区）第８５号　

令 和 ６ 年 ７ 月 ２ ４ 日　

道路の
種類

路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市　道
安佐北
２区４
号線

安佐北区口田南一丁目６５
９番地１地先から
安佐北区口田南一丁目６７
２番地１地先まで

令和６年７月１
７日

市　道
安佐北
２区４
号線

安佐北区口田南一丁目６７
５番地１地先から
安佐北区口田南一丁目６７
５番地１地先まで

令和６年７月１
７日



第１１３１号　―２１―令和６年９月２日 広 島 市 報

　道路の区域を次のように変更するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和６年７月２４日から同年８月７日まで安

佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐北区）第８６号　

令 和 ６ 年 ７ 月 ２ ４ 日　

　道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和６年７月２４日から同年８月７日まで安

佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐北区）第８７号　

令 和 ６ 年 ７ 月 ２ ５ 日　

　道路の区域を次のように変更するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和６年７月２５日から同年８月８日まで安

佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

道路の
種類

路線名 変更区間
旧新
別

敷地の幅員
（ｍ）

敷地の延長
（ｍ）

市　道
安佐北
１区８
４号線

安佐北区白
木町大字井
原字土居ノ
内４６０２
番地１地先
から
安佐北区白
木町大字井
原字土居ノ
内４６０２
番地１地先
まで

旧
3.00
～

7.00

13.00

新
5.00
～

10.00

道路の
種類

路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市　道
安佐北
１区８
４号線

安佐北区白木町大字井原字
土居ノ内４６０２番地１地
先から
安佐北区白木町大字字土居
ノ内４６０２番地１地先ま
で

令和６年７月２
４日

道路の
種類

路線名 変更区間
旧新
別

敷地の幅員
（ｍ）

敷地の延長
（ｍ）

市　道
安佐北
１区３
０号線

安佐北区白
木町大字三
田字三日市
３９番地１
地先から
安佐北区白
木町大字三

旧
2.9
～
3.2

67.2

田字中吉永
９４１３番
地５地先ま
で

新
5.2
～
9.8



広島市告示（安佐北区）第８８号　

令 和 ６ 年 ７ 月 ２ ５ 日　

　道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和６年７月２５日から同年８月８日まで安

佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐北区）第８９号　

令 和 ６ 年 ７ 月 ２ ９ 日　

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物を廃止します。

　その関係図面は、令和６年７月２９日から同年８月１２日ま

で、広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦

覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安芸区）第７１号　

令 和 ６ 年 ７ 月 ９ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（安芸区）第７２号　

令 和 ６ 年 ７ 月 ９ 日　

　本市が管理する駐輪場内に、長期間放置されていた自転車等

は、広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示し

道路の
種類

路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市　道
安佐北
１区３
０号線

安佐北区白木町大字三田字
三日市３９番地１地先から
安佐北区白木町大字三田字
中吉永９４１３番地５地先
まで

令和６年７月２
５日

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

里　道
安佐北３区Ｆ３－
Ｋ人甲－２－２１
号里道

大林町字人甲８７番地先から同所
８７番地先まで

水　路
Ｋ４－Ｆ３－Ｋ人
甲－２－２０号水
路

大林町字人甲８５番１地先から同
所８５番１地先まで



―２２―　第１１３１号 令和６年９月２日広 島 市 報

ます。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（安芸区）第７３号　

令 和 ６ 年 ７ 月 １ ０ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のように指定したので、建築基準

法施行規則第１０条に基づき公告します。

　この関係図書は、広島市安芸区役所農林建設部建築課において

一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定番号　　　第５号

２　指定年月日　　令和６年７月１０日

３　道路の位置　　広島市安芸区中野東七丁目４２１９番１の一

部

４　幅員　　　　　５．０２メートル

５　延長　　　　　３３．２３メートル



広島市告示（安芸区）第７４号　

令 和 ６ 年 ７ 月 １ ７ 日　

　道路の区域を次のように変更するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和６年７月１７日から同月３１日まで広島

市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安芸区）第７５号　

令 和 ６ 年 ７ 月 １ ７ 日　

　道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和６年７月１７日から同月３１日まで広島

市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

道路の
種類

路線名 変更区間
旧新
別

敷地の幅員 敷地の延長

市　道
安芸１
区上瀬
野線

安芸区上瀬
野町字大元
谷山１００
０２番地１
地先から
安芸区上瀬
野町字瀬野
越山１０６
１９番地２
３地先まで

旧

メートル

22.18

メートル

14.77

新

メートル

26.20

メートル

14.77

道路の
種類

路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市　道
安芸１
区上瀬
野線

安芸区上瀬野町字大元谷山
１０００２番地１地先から
安芸区上瀬野町字瀬野越山
１０６１９番地２３地先ま
で

令和６年７月１
７日



広島市告示（安芸区）第７６号　

令 和 ６ 年 ７ 月 ２ ２ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（安芸区）第７７号　

令 和 ６ 年 ７ 月 ２ ２ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（安芸区）第７８号　

令 和 ６ 年 ７ 月 ２ ９ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（佐伯区）第８０号　

令 和 ６ 年 ７ 月 ５ 日　

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止しま

す。

　その関係図書は令和６年７月５日から同月１９日まで、広島市

佐伯区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

種類 財産名 所在（起点及び終点）

水　路 Ｋ４－Ｈ－２－２
佐伯区五日市町大字石内字万力６
４４９番地先から佐伯区五日市町



第１１３１号　―２３―令和６年９月２日 広 島 市 報

３９－４４号水路 大字石内字万力６４４９番地先ま
で



広島市告示（佐伯区）第８１号　

令 和 ６ 年 ７ 月 １ １ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により別紙自転車等を撤去

し、令和６年７月７日に広島市西部自転車等保管所へ移動したの

で、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（佐伯区）第８２号　

令 和 ６ 年 ７ 月 １ ２ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により別紙自転車等を撤去

し、令和６年７月８日に広島市西部自転車等保管所へ移動したの

で、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（佐伯区）第８３号　

令 和 ６ 年 ７ 月 ２ ６ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により別紙自転車等を撤去

し、令和６年７月１９日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（佐伯区）第８４号　

令 和 ６ 年 ７ 月 ２ ６ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により別紙自転車等を撤去

し、令和６年７月２０日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略

公　　　　　　　告

令和６年７月５日　

　土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第５８条第１項

の規定に基づく同施行令（昭和３０年政令第４７号）第１９条の

公 告

規定により、広島圏都市計画事業（広島平和記念都市建設事業）

西広島駅北口土地区画整理審議会委員の選挙期日を、次のとおり

定めます。

広島市長　　松　井　一　實　

選挙期日　　令和６年９月２９日（日）

広島市中区選挙管理委員会告示第５号　

令 和 ６ 年 ７ 月 ９ 日　

　令和６年７月６日任期満了により、新たに広島市中区選挙管理

委員及び補充員として就任した者の住所及び氏名は、次のとおり

です。

広島市中区選挙管理委員会　

委員長　　甲斐野　正　行　



広島市東区選挙管理委員会告示第４号　

令 和 ６ 年 ７ 月 ８ 日　

　令和６年７月６日任期満了により、新たに広島市東区選挙管理

委員及び補充員として就任した者の住所及び氏名は、次のとおり

です。

広島市東区選挙管理委員会　

委員長　　佐々木　和　宏　

区 選 管 告 示

区分 住所 氏名

委員長
広島市中区上幟町９番３０－５
０１号

甲斐野　正行

委員長
職務代理者

広島市中区千田町三丁目１２番
１７－９０１号

滝川　卓男

委員
広島市中区幟町５番２９－４０
１号

高杉　緑子

委員
広島市中区十日市町一丁目５番
２５号

頂岳　龍成

補充員
広島市中区東白島町１番２４－
３０１号

胡木　健志

補充員
広島市中区基町２０番１－１７
５３号

吉ノ谷　昌子

補充員 広島市中区舟入幸町２３番９号 久保田　晃裕

補充員
広島市中区吉島東一丁目１０番
７－６号

矢島　泰造

区分 住所 氏名

委員長
広島市東区牛田新町四丁目１９
番７－４０１号

佐々木　和宏

委員長
職務代理者

広島市東区戸坂山根二丁目２番
３０－５０４号

木村　栄治

委員
広島市東区上温品四丁目２０番
１０号

川﨑　秋枝

委員 広島市東区中山中町１７審１号 大﨑　靖子

補充員 広島市東区牛田新町四丁目１９ 前川　哲明
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番７－２０１号

補充員 広島市東区東蟹屋町７番３１号 野村　コズエ

補充員
広島市東区牛田早稲田三丁目１
１番２－２０４号

高野　恭子

補充員
広島市東区戸坂山崎町４番５０
－５０４号

田中　辰成



広島市南区選挙管理委員会告示第５号　

令 和 ６ 年 ７ 月 ８ 日　

　令和６年７月６日任期満了により、新たに広島市南区選挙管理

委員及び補充員として就任した者の住所及び氏名は、次のとおり

です。

広島市南区選挙管理委員会　

委員長　　中　田　憲　悟　



広島市西区選挙管理委員会告示第７号　

令 和 ６ 年 ７ 月 ８ 日　

　令和６年７月６日任期満了により、新たに広島市西区選挙管理

委員及び補充員として就任した者の住所及び氏名は、次のとおり

です。

広島市西区選挙管理委員会　

委員長　　原　田　武　彦　

区分 住所 氏名

委員長
広島市南区仁保南二丁目１７番
１５号

中田　憲悟

委員長
職務代理者

広島市南区宇品西三丁目１番３
９－１２１２号

松出　由美

委員
広島市南区西蟹屋三丁目３番１
１号

橋本　和子

委員
広島市南区東雲一丁目２０番３
１号

藤原　英生

補充員
広島市南区段原山崎二丁目１２
番２５－７０１号

竹森　雅泰

補充員
広島市南区向洋新町二丁目１６
番１０号

松井　千春

補充員
広島市南区宇品神田三丁目６番
１１号

福本　亨

補充員
広島市南区仁保二丁目５番２８
－３号

鈴川　隆幸

区分 住所 氏名

委員長
広島市西区横川町二丁目８番１
２－１３０２号

原田　武彦

委員長
職務代理者

広島市西区己斐東一丁目１７番
１５号

三木　登士也

委員
広島市西区己斐上六丁目７８５
番地１

吉野　房枝

委員 広島市西区西観音町３番４号 平野　千代子

補充員
広島市西区大宮二丁目１０番２
０号

兒玉　浩生

補充員
広島市西区小河内町一丁目２５
番１５号

小松　孔二郎

補充員
広島市西区観音新町三丁目１０
番３２号

伊野　有美子

補充員
広島市西区高須台三丁目８番４
号

宇都宮　斉



広島市安佐南区選挙管理委員会告示第５号　

令 和 ６ 年 ７ 月 １ １ 日　

　令和６年７月６日任期満了により、新たに広島市安佐南区選挙

管理委員及び補充員として就任した者の住所及び氏名は、次のと

おりです。

広島市安佐南区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 高 　 岡 　 　 　 優　



広島市安佐北区選挙管理委員会告示第５号　

令 和 ６ 年 ７ 月 １ １ 日　

　令和６年７月６日任期満了により、新たに広島市安佐北区選挙

管理委員及び補充員として就任した者の住所及び氏名は、次のと

おりです。

広島市安佐北区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 大 　 本 　 和 　 則　

区分 住所 氏名

委員長
広島市安佐南区大塚西六丁目１
１番４－１３０１号

高岡　優

委員長
職務代理者

広島市安佐南区長束五丁目４番
３３－２０３号

品川　弘司

委員
広島市安佐南区伴東五丁目２６
番４５号

惣明　明美

委員
広島市安佐南区安東三丁目１２
番１号

爲汲　玲子

補充員
広島市安佐南区西原二丁目２２
番１３号

矢野　雄介

補充員
広島市安佐南区園七丁目６番
２１号

濱本　厚子

補充員
広島市安佐南区川内二丁目１１
番１号

森　志奈子

補充員
広島市安佐南区中須二丁目１４
番１０－５０９号

仙波　俊文

区分 住所 氏名

委員長
広島市安佐北区口田南三丁目８
番９－１２号

大本　和則

委員長
職務代理者

広島市安佐北区狩留家町２９１
８番地

梶田　亨

委員
広島市安佐北区安佐町大字飯室
１０９２１番地８６

本　小夜子

委員
広島市安佐北区白木町大字井原
２２８番地１

政田　良子

補充員 広島市安佐北区落合南四丁目１ 秦　誠一郎
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０番８号

補充員
広島市安佐北区安佐町大字小河
内２５９２番地

前寺　里美

補充員
広島市安佐北区白木町大字市川
１１１１番地

佐々木　淳子

補充員
広島市安佐北区口田南九丁目２
番２０号

塩満　和弘



広島市安芸区選挙管理委員会告示第５号　

令 和 ６ 年 ７ 月 １ １ 日　

　令和６年７月６日任期満了により、新たに広島市安芸区選挙管

理委員及び補充員として就任した者の住所及び氏名は、次のとお

りです。

広島市安芸区選挙管理委員会　

委員長　　荒　井　秀　則　

広島市教育委員会告示第１２号　

区分 住所 氏名

委員長
広島市安芸区矢野南五丁目１３
番６号

荒井　秀則

委員長
職務代理者

広島市安芸区瀬野三丁目９番２
４－６号

塩山　愼二

委員
広島市安芸区船越四丁目３番６
号

峠本　由美子

委員
広島市安芸区阿戸町６４４５番
地２

古井　智子

補充員
広島市安芸区船越二丁目１４番
１０号

汲地　晴菜

補充員
広島市安芸区矢野西二丁目２番
２２号

畠山　敏子

補充員
広島市安芸区瀬野南一丁目７番
３１－４－１１号

村上　幸

補充員
広島市安芸区矢野南一丁目２３
番５号

石井　昭

教育委員会告示

令 和 ６ 年 ７ 月 ２ 日　

　広島市教育委員会議（定例会）を次のとおり開催する。

広 島 市 教 育 委 員 会　

教育長　　松　井　勝　憲　

１　日　時　令和６年７月９日（火）　午後１時３０分

２　場　所　中区役所６階教育委員室

３　議　題

　【公開予定議題】

　　請願等の審査について

　　落合東幼稚園の閉園について（報告）



広島市教育委員会告示第１３号　

令 和 ６ 年 ７ 月 ８ 日　

　令和６年７月２日付け広島市教育委員会告示第１２号で告示し

た広島市教育委員会議（定例会）に、次の議題を追加する。

広 島 市 教 育 委 員 会　

教育長　　松　井　勝　憲　

議　題

　【非公開予定議題】

　　広島市教科用図書採択審議会委員の任命について（議題）

広島市監査公表第２０号　

令 和 ６ 年 ７ 月 １ ９ 日　

広島市監査委員　古　川　智　之　

同　　　　　　　井　戸　陽　子　

同　　　　　　　定　野　和　広　

同　　　　　　　石　田　祥　子　

　　　包括外部監査の意見に対する対応結果の公表について

　広島市長から監査の意見に対する対応結果について通知があっ

たので、当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。

監査公表

（別　紙）

令和５年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表

（道路交通局）

１　監査意見公表年月日

　　令和６年２月５日（広島市監査公表第２号）

２　包括外部監査人

　　松本　京子

３　監査意見に対する対応結果通知年月日

　　令和６年７月４日（広道交第２１号）

４　監査のテーマ

　　補助金等交付事務に関する財務に係る事務の執行について

５　監査の意見及び対応の内容



広 島 市 報―２６―　第１１３１号 令和６年９月２日

　　暴力団排除条項の創設の検討について（金輪島航路事業に係る補助金）
　　　（所管課：道路交通局公共交通政策部）

監　査　の　意　見 対　応　の　内　容

　広島市は、広島市暴力団排除条例を制定し、暴力団排除に関し必要な事項を定
めることにより、広島県暴力団排除条例（平成２２年広島県条例第３７号）と相
まって広島市における暴力団排除を推進している。
　広島市金輪島航路事業費補助金交付要綱には暴力団排除条項の規定は存在しな
い。
　この点につき、広島市は「広島市の事務事業から暴力団を排除するための事務
処理方針」を踏まえると暴力団排除条項の創設は不要と考えられると説明する。
確かに上記内容に異論はないものの、上記内容は補助金交付時には認識されてお
らず、ゆえに検討されていなかった事実である。したがって、暴力団排除条項の
創設の要否については補助金交付時までに検討することが望ましい。

　監査の意見を受け、令和６年度の補助金交付に
先立ち、「広島市の事務事業から暴力団を排除す
るための事務処理方針」を踏まえ改めて広島市金
輪島航路事業費補助金交付要綱への暴力団排除条
項の創設の要否について検討を行った。その結
果、当該補助金の相手方は排除の対象として確認
を行う必要のない公益事業者に限られることか
ら、当該条項の創設は行わないこととした。

　　暴力団排除条項の創設の検討について（三高～宇品航路事業に係る補助金）
　　　（所管課：道路交通局公共交通政策部）

監　査　の　意　見 対　応　の　内　容

　広島市は、広島市暴力団排除条例を制定し、暴力団排除に関し必要な事項を定
めることにより、広島県暴力団排除条例（平成２２年広島県条例第３７号）と相
まって広島市における暴力団排除を推進している。
　広島県生活航路維持確保対策事業補助金交付要綱、広島市三高～宇品航路事業
費補助金交付要綱及び広島県生活航路維持確保対策事業補助金に係る市町負担額
の負担割合に関する覚書には暴力団排除条項の規定は存在しない。
　この点について、広島市は、「広島市の事務事業から暴力団を排除するための
事務処理方針」を踏まえると暴力団排除条項の創設は不要と考えられる、と説明
する。
　確かに上記内容に異論は無いものの、上記内容は補助金交付時には認識されて
おらず、ゆえに検討されていなかった事実である。したがって、暴力団排除条項
の創設の要否については補助金交付時までに検討することが望ましい。

　監査の意見を受け、令和６年度の補助金交付に
先立ち、「広島市の事務事業から暴力団を排除す
るための事務処理方針」を踏まえ改めて広島市三
高～宇品航路事業費補助金交付要綱への暴力団排
除条項の創設の要否について検討を行った。その
結果、当該補助金の相手方は排除の対象として確
認を行う必要のない公益事業者に限られることか
ら、当該条項の創設は行わないこととした。


